
地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

社会保障施策に要する経費 千円

単位：千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他
地 方 消 費 税
交 付 金
（社会保障財源化分）

そ の 他

306,325 89,357 6,153 210,815 

434,084 300,796 3,800 18,711 110,777 

93,741 3,654 14,300 8,517 9,764 57,506 

1,041,074 475,315 28,000 16,032 31,008 490,719 

151,081 87,539 3,463 60,079 

2,026,305 956,661 46,100 24,549 69,099 929,896 

81,279 12,726 68,553 

309,641 16,580 45,886 247,175 

75,066 44,691 4,756 25,619 

465,986 61,271 63,368 341,347 

106,884 6,226 300 15,344 85,014 

93,939 39,577 551 6,370 47,441 

141,746 5,359 21,355 115,032 

230,197 7,202 34,916 188,079 

572,766 45,803 13,412 77,985 435,566 

3,065,057 1,063,735 46,100 37,961 210,452 1,706,809 

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される経費について

【 歳 入 】 210,452 

【 歳 出 】 3,065,057 

財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源

社 会 福 祉 事 業

障 が い 者 福 祉 事 業

高 齢 者 福 祉 事 業

児 童 福 祉 事 業

生 活 保 護 事 業

小 計

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険 事 業

後期高齢者医療保険事業

小 計

保 健 衛 生 事 業

健 康 増 進 ・ 予 防 事 業

中 央 診 療 所 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

小 計

合 計

　消費税率（国・地方）が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明
確化し、社会保障施策に要する経費（事務費や事務職員の人件費は除く）に充てるものとされています。
　令和５年度尾花沢市一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。
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※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する経費のうち充当対象経費（事務費や事務職員の
人件費を除いたもの）に対する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。


